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多
度
山
美
泉
と
田
跡
河
の
瀧

-

天
平
十
二
年
聖
武
行
幸
時
の
高
菜
詠
か
ら

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

内
舎
人
大
伴
東
人
･
大
伴
家
持
･
笠
朝
臣
麻
呂
･
藤
原
麻
呂
･
養
老
改
元

【
要
旨
】

『寓
葉
集
』
巻
第
六
に
載
る
天
平
十
二
年

(七
四
〇
)
の
聖
武
天
皇
関
東
行
幸
時
に
お

た
ぎ

け
る
一
連
の
高
菜
歌
を
考
察
す
る
一
環
と
し
て
､
美
濃
国
多
芸
行
宮
で
の
大
伴
東
人
の
詠

歌

(-
二

〇
三
四
)
と
大
伴
家
持
の
詠
歌

(-
･
一
〇
三
五
)
を
考
察
す
る
｡

詠
歌
の
場
で
あ
る

｢多
芸
｣
の
地
は
､
聖
武
天
皇
以
前
に
､
元
正
天
皇
に
よ
る
美
濃
国

行
幸
が
あ
り
､
元
号
が

｢養
老
｣
と
改
元
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
元
正
天
皇
に
よ
る

｢多
度

山
美
泉
｣
に
関
わ
る
歴
史
事
象
に
つ
い
て
ま
ず
考
察
す
る
｡

つ
い
で
､
大
伴
東
人
や
大
伴
家
持
に
お
け
る
詠
歌
は
､
か
つ
て
の

｢多
度
山
美
泉
｣
を

詠
み
こ
む
の
で
は
な
-
て

｢
田
跡
河
の
瀧
｣
｢瀧
の
瀬
｣
を
詠
歌
対
象
に
し
て
い
る
｡
こ

の

｢
田
跡
河
の
瀧
｣
｢瀧
の
瀬
｣
を
歌
に
詠
み
こ
む
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
察
す
る
｡

右
の
考
究
に
関
連
し
て
､
行
幸
に
お
け
る
宴
の
持
た
れ
方
に
つ
い
て
も
､
考
察
す
る
こ

と
と
な
る
｡

l
､
は
じ
め
に

『
高
菜
集
』
巻
六
に
載
る
天
平
十
二
年

(七
四
〇
)
の
聖
武
天
皇
関
東
行
幸
時
の

(-)

た
ぎ

(-
)

寓
葉
詠
を
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
｡
今
回
は
､
こ
の
中
の

｢多
重
行
宮
｣
で
の
詠
歌
に

虞

岡

義

隆

焦
点
を
当
て
､
そ
こ
か
ら
何
が
見
え
て
来
る
の
か
を
考
察
し
た
い
｡

一
連
の
歌
群
を

ま
ず
掲
げ
る
｡

十
二
年
庚
辰

冬
十
月

依
大
宰
少
式

藤
原
朝
臣
虞
嗣

謀
反
馨
軍

幸
子
伊
勢
囲

之
時

河
口
行
宮

内
舎
人
大
伴
宿
祢
家
持

作
歌

一
首

河
口
之
野
達
ホ
慮
両
夜
乃
歴
者
妹
之
手
本
師
所
念
鴨

天
皇
御
製
歌

一
首

妹
ホ
懸
吾
乃
松
原
見
渡
者
潮
干
乃
油
布
多
頭
鳴
渡

(-
･
一
〇
二
九
)

(-
･
一
〇
三
〇
)

右

一
首
今
案

吾
松
原
在
三
重
郡

相
去
河
口
行
宮
遠
矢

若
疑
御

在
朝
明
行
宮
之
時

所
製
御
歌

侍
者
誤
之
欺

丹
比
屋
主
真
人
歌

一
首

後
ホ
之
人
乎
思
久
四
泥
能
埼
木
綿
取
之
泥
而
好
住
跡
其
念

(-
･
一
〇
三
一
)

右
案

此
歌
者
不
有
此
行
之
作
乎

所
以
然
言

勅
大
夫
従
河
口
行

宮
還
京

勿
合
従
駕
鳶

何
有
詠
思
泥
埼
作
歌
哉

狭
残
行
宮

大
伴
宿
祢
家
持

作
歌
二
首

天
皇
之
行
幸
之
随
吾
妹
子
之
手
枕
不
巻
月
曽
歴
去
家
留

(-
二

〇
三
二
)

御
食
囲
志
麻
乃
海
部
有
之
真
熊
野
之
小
船
ホ
乗
而
奥
部
模
所
見(-

･
一
〇
三
三
)
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美
濃
囲
多
重
行
宮

大
伴
宿
祢
東
人

作
歌

一
首

従
古
人
之
言
来
流
老
人
之
愛
若
云
水
曽
名
ホ
負
瀧
之
瀬

(-
･
l
〇
三
四
)

大
伴
宿
祢
家
持

作
歌

一
首

田
跡
河
之
瀧
乎
清
美
香
従
古
宮
仕
兼
多
重
乃
野
之
上
ホ

不
破
行
宮

大
伴
宿
祢
家
持

作
歌

一
首

閲
無
者
還
ホ
谷
藻
打
行
而
妹
之
手
枕
巻
手
宿
益
乎

(-
･
一
〇
三
五
)

(-
･
一
〇
三
六
)

二
､
当
該
歌
に
つ
い
て

た
ぎ

当
稿
で
考
察
す
る

｢多
重
行
宮
｣
で
の
二
首

(-
･
一
〇
三
四
～

一
〇
三
五
)
を
今

一
度
掲
げ
､
こ
の
中
の

｢大
伴
宿
祢
束
人
｣(

a

)

､
｢人
之
言
釆
流
｣
｣
(b
)､
｢宮
仕
｣

(

C

)

の
三
項
に
つ
い
て
'
留
意
す
べ
き
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
｡

a

美
濃
囲
多
重
行
宮

大
伴
宿
祢
東
人
作
歌

一
首

b

従
古
人

之

言

来

流

老
人
之
愛
若
云
水
曽
名
ホ
負
瀧
之
瀬

(-
･
一
〇
三
四
)

大
伴
宿
祢
家
持
作
歌

一
首

C-

田
跡
河
之
瀧
乎
清
美
香
従
古

宮
仕
兼
多
重
乃
野
之
上
ホ

(-
･
1
〇
三
五
)

二
a

大
伴
宿
祢
東
人
に
つ
い
て

大
伴
宿
祢
東
人
は
生
没
年
未
詳
の
官
人
で
あ
る
｡
大
伴
の
一
員
に
は
違
い
な
い
が
､

詳
細
は
不
明
で
あ
る
｡
『
商
業
集
』
で
確
認
で
き
る
歌
は
､
右
の
歌

一
首
だ
け
で
あ
る

(時
に
七
四
〇
年
)｡
こ
の
後
､
天
平
賓
字
二
年

(七
五
八
)
八
月
朔

(-
)
に
､
正
六
位

上
よ
り
従
五
位
下
に
昇
叙

(淳
仁
即
位
に
関
わ
る
叙
位
)
｡

つ
い
で
､
天
平
賓
字
五
年

(七
六
一
)
十
月
朔

(-
)
に
､
武
部
少
輔
に
着
任
｡
武
部
少
輔
と
は
､
兵
部
少
輔
の

こ
と
で
､
藤
原
仲
麻
呂
に
よ
る
一
連
の
官
名
改
称
に
よ
る
呼
称
で
あ
る
｡
天
平
賓
字
七

年

(七
六
三
)
正
月
壬
子

(-
)
に
少
納
言
と
な
り
､
賓
亀
元
年

(七
七
〇
)
六
月
甲

午

(-
)
に
散
位
助
の
有
閑
に
あ
り
､
賓
亀
元
年

(七
七
〇
)
八
月
辛
亥

(
22
)
に
周

防
守
､
賓
亀
五
年

(七
七
四
)
三
月
甲
辰

(-
)
に
弾
正
弼
に
な
る
と
い
っ
た
経
歴
で

あ
り
､
い
ず
れ
も
こ
の
行
幸
よ
り
後
の
事
跡
で
あ
る
｡
こ
の
行
幸
時
は
､
諸
注
に
言
及

(-)

が
な
い
が
'
恐
ら
-
大
伴
家
持
と
同
様
に
､
内
舎
人
九
十
人
の
一
員
と
し
て
随
行
し

て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
｡
随
行
総
数
は

『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と

｢徴
登
騎
兵
｣
だ
け
で

｢惣
四
百
人
｣

(天
平
十
二
年
十
月
丙
子

(
23
)
条
)
と
あ
り
､

養
老
令
の

『
宮
衛
令
』
-

〔車
駕
出
行
条
〕
､
13

〔歯
簿
条
〕
､
26

〔車
駕
出
入
条
〕

等
々
に
関
連
規
定
が
あ
り

(日
本
思
想
大
系
本

『律
令
』)､
こ
の
26

〔車
駕
出
入
条
〕

(4)

に
関
す
る

『
古

記
』
に
は
､
そ
の
随
行
部
署
に
つ
い
て

｢隼
人
司
｡
衛
門
府
｡
次

左
衛
士
府
｡
次
国
書
寮
｡
｣
(『令
集
解
』
巻
廿
四
､
車
駕
出
入
条
)
と
あ

っ
て
､
そ
う
い
っ

(-)

(-)

た
職
掌
の
者
が
従
駕
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
高
松
寿
夫
氏
は
こ
の

『古
記
』
や

『
延
書
式
』
関
連
諸
条
を
引
き
つ
つ
具
体
的
な
巡
幸
薗
簿
の
様
相
を
描
き
出
し
て
い

る
｡
こ
う
い
う
隊
列
実
態
を
考
え
る
時
､
大
伴
東
人
の
従
駕
職
掌
に
つ
い
て
狭
-
内

舎
人
で
あ
る
と
限
定
す
る
こ
と
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
右
に

掲
出
し
た
歌

(-
･
一
〇
三
四
～
一
〇
三
五
)
は
小
規
模
な
宴
の
席
で
製
作
さ
れ
た
も

(7)

の
に
違
い
な
-
､
そ
れ
は
同
じ
内
舎
人
同
士
に
よ
る
さ
さ
や
か
な
席
で
の
詠
作
と
考

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
や
は
り
大
伴
東
人
も
内
舎
人
と
し
て
従
駕
し
て
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
も
の
で
あ
り
､
こ
れ
は
当
稿
の
論
点
に
深
-
関
わ

っ
て
来
る

こ
と
と
な
る
｡

二
b

｢人
之
言
来
流
｣
の
訓
に
つ
い
て

大
伴
東
人
の
歌

(-
･
一
〇
三
四
)
の
第
二
句

｢
人
之
言
釆
流
｣
の
読
み
に
つ
い

て
､
確
認
し
て
お
き
た
い
｡
こ
の

｢釆
流
｣
に
つ
い
て
､
｢
ク
ル
｣
と

｢
ケ
ル
｣
の

訓
が
あ
る
｡
こ
の
双
方
の
訓
が
可
能
で
あ
る
が
､
｢釆
流
｣
を

｢
ク
ル
｣
と
読
む
の

は
理
解
し
や
す
い
こ
と
で
あ
る
の
で
そ
の
説
明
は
省
き
､
ま
ず
は

｢
ケ
ル
｣
と
読
む

こ
と
に
つ
い
て
､
見
て
お
-
｡

｢
釆
流
｣
を

｢
ケ
ル
｣
と
読
む
の
は
､
ki･aru
(釆
-

有
る
)
に
お
け
る
母
音
結
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(8)

合
に
よ

っ
て
､

keru
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
場
合
､
i･a
の
結
合
は
甲
類

母
音

エ
e
と
な
り
､
a
･
i

の
結
合
に
お
い
て
は
乙
類
母
音
エ
‥e
と
な
る
｡
よ

っ
て

｢釆

流
｣
に
お
け
る

｢
ケ
ル
｣
は
'
｢
ケ
甲
ル
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
助
動
詞

｢
ケ
リ
｣

の
甲
乙
類
も

｢
ケ
甲
ル
｣
で
あ
り
､
そ
の
昔
価
は

一
致
し
て
お
り
､
｢釆
流
｣
を
助
動

詞

｢
ケ
ル
｣
の
借
訓
と
す
る
こ
と
は
何
の
支
障
も
な
-
､
『
高
菜
集
』
中
に
は
少
な

-
な
い
と
い
う
よ
り
も
数
多
い

｢釆
｣
字
の
借
訓
事
例
が
あ
る

(中
に
は
､
13
･
三
三

一
一
番
歌
第
五
句
の

｢猶
釆
々
｣
の
例
も
あ
る
｡
上
の

｢釆
｣
が
カ
変
､
下
の

｢来
｣

(
々
)

(そ)

(ける)

は
借
訓
助
動
詞

｢ケ
リ
｣
の
例
で
あ
り
､
｢な
は
し
き
に
け
り
｣
な
ど
と
訓
ん
で
い
る
｡
ま
た
､

8
･
一
八
四
六
～
一
八
四
九
番
歌
の
第
五
句

｢目
生
来
鴨
｣
｢毛
延
ホ
家
留
可
聞
｣
の
対
応
事

例
も
あ
る
)｡

さ
て
､
当
該
歌
の
注
釈
書
は

｢
イ
ヒ
ケ
ル
｣
の
読
み
に
等
し
な
み
に
磨
い
て
い
る

感
が
あ
り
､
｢
イ
ヒ
ク
ル
｣
と
し
て
い
る
の
は
､
『
全
釈
』
･
新
村

『
総
釈
』
･
金
子

(-
.)

『
評
釈
』
･
佐
佐
木

『
評
釈
』
･
中
西

『
全
訳
注
』
程
度
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､

こ
の
歌
に
お
い
て
は

｢
け
る
｣
の
過
去
形
で
詠
嘆
し
て
い
る
と
見
る
よ
り
も
､
今
言

い
伝
え
て
来
て
い
る
と
現
在
形
で
理
解
す
る
の
が
良
い
と
考
え
る
｡
こ
の
解
釈
に
よ

り
､
私
は
カ
変
動
詞
に
よ
る

｢
イ
ヒ
ク
ル
｣
の
読
み
を
採
る
｡
即
ち
､
｢釆
｣
字
を

借
訓
と
見
る
の
で
は
な
-
､
正
訓
字
で
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
｡
同
様
の
理
解
に
よ

い
ま
ま
で
に

た

え

ず

い
ひ
く
る

る

『寓
葉
集
』
中
の
代
表
例
に
､
｢
-
至

今

不

絶

言

来

｣
(-
･
一
八
〇
七
㌧
高
橋
虫

く

る

ひ
と

や

た
れ

麻
呂
)
が
あ
る
｡
ま
た

｢釆
有

人

哉

誰

｣
(12
･
三
一
二
五
､
作
者
未
詳
)
は
次
歌

(12
･

ぬ

れ

つ
つ

そ

く
る

三
二
一六
㌧
作
者
未
詳
)
の

｢所
清

乍

蔦

来

｣
(｢来
｣
は

｢
こ
し
｣
と
も
)
の

｢来
｣
と

対
応
し
て
い
る
と
い
う
例
が
あ
る

(こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
も

｢
ケ
ル
｣
と
訓
む
説
が

あ
る
)｡

二

C

｢宮
仕
｣
｢宮
仕
｣
に
つ
い
て

次
に
大
伴
家
持
の
歌

(-
･
一
〇
三
五
)
の
第
四
句

｢
宮
仕
兼
｣
の
本
文
に
つ
い

て
､
確
認
し
て
お
き
た
い
｡
こ
の
箇
所
の
本
文
は
'
｢官
仕
｣
と
認
定
す
る
テ
キ
ス

ト
類
と

｢宮
仕
｣
と
認
定
す
る
テ
キ
ス
ト
類
と
が
括
抗
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
｡

こ
の
箇
所
の
古
写
本
情
況
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡

官
仕
-
-
元

･
類

･
古

･
細

･
虞

宮
仕
-
-
紀

･
西

･
温

･
矢

･
京

･
宮

細
井
本
の
巻
四
～
巻
六
は
他
巻
と
は
異
な
っ
て
次
点
本
系
古
写
本
に
属
し
て
お
り
､

｢官
仕
｣
は
次
点
本
系
諸
本
の
用
字
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
次
点
本
系
古
写
本
の
中
で

3慨
E

は
紀
州
本
の
本
文
が

｢宮
仕
｣
に
な
っ
て
い
て
異
例
で
あ
る
｡

一
方
､
新
点
本
系
古

写
本
は

｢宮
仕
｣
に
な

っ
て
お
り
､
こ
の
箇
所
の
本
文

｢官
仕
｣
｢宮
仕
｣
は
､
次

点
本
系
と
新
点
本
系
の
本
文
対
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
近
代
の
諸
注
の
本
文
採
択

情
況
を

一
覧
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡

官
仕
-
-
全
註
釈

･
増
訂
全
註
釈

･
大
系

･
全
集

･
新
全
集

･
新
大
系

･
全
歌

講
義

宮
仕
-
-
全
釈

･
新
村
総
釈

･
金
子
評
釈

･
窪
田
評
釈

･
私
注

･
注
釈

･
中
西

全
訳
注

･
吉
井
全
注

･
釈
注

･
和
歌
大
系

･
全
解

次
点
本
系
本
文
と
新
点
本
系
本
文
と
が
対
立
す
る
時
に
は
､
古
い
本
文
の
次
点
本

系
を
採
用
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢官
仕
｣
と
い
う
漢
語
は
､

中
国
文
献
に
そ
の
用
例
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
､
官
職
に
つ
-
と
か
､
公
に
仕
え

る
と
い
う
意
味
で
あ

っ
て
､
｢宮
仕
｣
と
は
用
法
が
異
な
る
｡
｢宮
仕
｣
と
は
､
大
宮

人
と
し
て
出
仕
し
勤
務
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
｡
こ
こ
は
､
こ
の
語
の
意

味
か
ら
､
『高
菜
集
注
釈
』
が

｢
｢官
｣
に
誤
る
｣
と
簡
単
に
位
置
付
け
た
結
論
に
結

局
は
落
ち
着
-
こ
と
と
な
ろ
う
｡
こ
の
考
え
に
よ
り
､
当
稿
は

｢宮
仕
｣
を
本
文
と

す
る
｡

■-Eiill
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三
､
元
正
天
皇
の
美
濃
行
幸
と

｢多
度
山
美
泉
｣

元
正
天
皇
の
美
濃
国
行
幸
は
著
名
な
事
項
で
は
あ
る
が
､
『
続
日
本
紀
』

(以
下

の
引
用
は
蓬
左
文
庫
本
に
よ
る
｡
た
だ
し
､
一
部
校
定
し
た
箇
所
が
あ
る
)
に
よ

っ
て
そ
の

記
事
を
ま
ず
は
確
認
し
て
お
こ
う
｡
養
老
元
年

(霊
亀
三
年
'
七
一
七
)
九
月
条
に
は
､

簡
潔
な
記
事
が
あ
る
の
み
で
あ
る

(以
下
の
引
用
は
略
記
で
あ
る
)｡

O
T
未
､
天
皇
行
幸
美
濃
囲
｡

(養
老
元
年

(霊
亀
三
年
)
九
月
丁
未

八
日
)
条
)

○
戊
申
､
行
至
近
江
囲
､
観
望
淡
海
｡
山
陰
道
伯
蓄
以
来
､
山
陽
道
備
後
以
来
､

(;
)

南
海
道
讃
岐
己
来
､
諸
国
司
等
詣
行
在
所
､
奏
土
風
歌
僻
｡

(養
老
元
年

(霊
亀
三
年
)
九
月
戊
申

(
12
)
条
)

○
甲
寅
､
至
美
濃
囲
｡
-
中
略
-
諸
国
司
等
､
詣
行
在
所
､
奏
風
俗
之
圏

(難
)
使
｡

(養
老
元
年

(霊
亀
三
年
)
九
月
甲
寅

(
18
)
条
)

○
丙
辰
､
幸
富
者
郡
､
矧
多
度
山
美
泉
｡
賜
従
駕
五
位
己
上
物
各
有
差
｡

(養
老
元
年

(霊
亀
三
年
)
九
月
丙
辰

(
20
)
条
)

○
甲
子
､
車
駕
遷
宮
｡

(養
老
元
年

(霊
亀
三
年
)
九
月
甲
子

(
28
)
条
)

こ
の
一
ケ
月
半
後
の
記
事
と
し
て
載
る

｢改
元
の
勅
｣
は
詳
し
い
｡
こ
れ
に
よ
り
､

霊
亀
三
年
は
養
老
元
年

(七
一
七
)
と
改
元
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
｡

○
突
丑
､
天
皇
臨
軒
詔
日
､
｢
朕
以
今
年
九
月
､
到
美
濃
囲
不
破
行
宮
､
留
逮

_
(12)

数
日
｡
因
覧
嘗
者
郡
多
度
山
美
泉
､
目
盛
手
面
､
皮
膚
如
滑
｡
亦
洗
痛
虞
､

無
不
除
愈
｡
在
朕
之
窮
､
甚
有
其
験
｡
又
就
而
飲
浴
之
者
､
或
白
髪
反
黒
､

或
頭
髪
更
生
､
或
闇
目
如
明
｡
自
除
痛
疾
､
威
皆
乎
愈
｡
昔
聞
､
後
漠
光
武

時
醒
泉
出
｡
飲
之
者
痛
疾
皆
愈
｡
符
瑞
書
目
､
醍
泉
者
美
泉
､
可
以
養
老
､

蓋
水
之
精
也
｡
塞
惟
､
美
泉
即
合
大
瑞
｡
朕
難
庸
虚
､
何
園

天
脱
｡
可
大

赦
天
下
､
改
霊
亀
三
年
､
為
養
老
元
年
｡

-
下
略
-
｡

(養
老
元
年

(霊
亀
三
年
)
十
一
月
突
丑

へ
17
)
秦
)

■一EiiZI

○
発
丑
､
授
美
濃
守
従
四
位
下
笠
朝
臣
麻
呂
従
四
位
上
､
介
正
六
位
下
藤
原
朝

臣
麻
呂
従
五
位
下
｡

(養
老
元
年

(霊
亀
三
年
)
十
一
月
発
丑

(
17
)
条
)

右
の
記
事
を
見
る
と
､
元
正
天
皇
の
行
幸
目
的
地
は

｢多
度
山
美
泉
｣

(九
月
二

十
日
条
/
十
一
月
十
七
日
条
)
で
あ
り
､
高
菜
歌
に
見
ら
れ
る

｢
田
跡
河
之
瀧
｣
と
は

異
な

っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
｡
元
正
天
皇
に
よ
る
こ
の

｢改
元
の
勅
｣
は
､

『
続
日
本
紀
』
に

｢
臨
軒
｣
と
あ

っ
て
､
常
の
詔
勅
と
は
異
な

っ
て
､
突
然
の
口
勅

で
あ

っ
た
と
理
解
出
来
る
｡
口
頭
言
語
に
よ
る
勅
命
を
､
後
に
官
人
が
文
章
化
し
た

も
の
で
あ
る
と
覚
し
-

(但
し
､
『後
漢
書
』
や

『符
瑞
書
』
に
つ
い
て
は
手
控
が
用
意
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
)､
｢多
度
山
美
泉
｣
は
文
章
上
の
綾
か
ら
そ
の
よ
う
に
記
述

さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
-
て
､
元
正
天
皇
の
口
か
ら

｢美
泉
｣
の
語
が
発
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
て
よ
い
｡

そ
の
年
の
歳
末
に
は
次
の
記
事
が
あ
る
｡

(13
)

O
T
亥
､
令
美
濃
固
､
立
春
暁
抱
醍
泉
､
而
頁
於
京
都
｡
為
醍
酒
也
｡

(養
老
元
年
十
二
月
丁
亥

(
22
)
条
)

(14
)

か
く
し
て
､
立
春
若
水
奉
献
は
行
事
化
し
て
行
-
｡

翌
年
二
月
に
は
､
ま
た
し
て
も
元
正
天
皇
の
美
濃
行
幸
が
あ
る
｡
『
続
日
本
紀
』

の
記
事
は
や
は
り
簡
潔
で
以
下
の
次
第
で
あ
る
｡

〇
二
月
壬
申
､
行
幸
美
濃
囲
醒
泉
｡

〇
三
月
戊
成
'
車
駕
自
美
濃
至
｡

(養
老
二
年
二
月
壬
申

(-
)
条
)

(養
老
二
年
三
月
戊
成

(-
)
条
)

簡
潔
で
は
あ
る
が
､
行
幸
期
間
が
約

一
ケ
月
に
及
ん
で
い
る
｡
前
年
の
行
幸
日
程

を
参
照
す
る
と
､
そ
の
道
程
と
し
て
の
日
数
は
､
余
裕
を
見
込
ん
で
の
片
道
日
数
が

十
日
程
度
で
あ
り
､
多
度
の
現
地
に
十
日
前
後
滞
在
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
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四
､
田
跡
河
の
瀧

以
下
､
該
当
寓
葉
歌
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
｡

美
濃
囲
多
重
行
宮

大
伴
宿
祢
東
人

作
歌

一
首

従
古
人
之
言
釆
流
老
人
之
奨
若
云
水
曽
名
ホ
負
瀧
之
瀬

(-
･
一
〇
三
四
㌧
大
伴
東
人
)

いにし
へ
ひと

い

く

お

びと

を

い

みづ

な

お

たき

せ

(古
ゆ
人
の
言
ひ
来
る
老
い
人
の
愛
若
つ
と
云
ふ
水
そ
名
に
負
ふ
瀧
の
瀬
)

歌
に

｢古
ゆ
人
の
言
ひ
来
る
｣
と
あ
る
｡
こ
の

｢古
｣
と
は
､
聖
武
天
皇
関
東
行

幸
の
天
平
十
二
年

(七
四
〇
)
か
ら
見
て
､
二
十
三
年
前
の
こ
と
と
な
る
元
正
上
皇

の
霊
亀
三
年

(養
老
元
年
､
七
一
七
)
の
美
濃
行
幸
時
を
さ
す
｡
こ
の
天
平
十
二
年
時

に
､
元
正
上
皇
は
六
十

一
歳
で
健
在
で
あ
る
｡
｢昔
｣
と
か

｢古
｣
と
い
う
場
合
､

(_1n
)

二
十
年
前
や
十
数
年
前
の
事
例
が
あ
り
､
『
高
菜
集
』
に
お
い
て
､
何
ら
お
か
し
な

表
現
で
は
な
い
｡
こ
の

｢古
｣
と
は
､
元
正
上
皇
の
美
濃
行
幸
の
時
を
さ
し
て
い
る

も
の
と
見
て
良
い
｡
こ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
次
歌
の

｢古
ゆ
宮
仕
け
む
｣
(家
持
)

に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
｡

を

さ
て
'
大
伴
東
人
は

｢養
老
｣
と
改
元
ま
で
さ
れ
た

｢老
い
人
の
奨
若
つ
と
云
ふ

(16
)

水
｣
(｢愛
若
つ
と
云
ふ
水
｣
は

｢若
が
え
る
と
い
う
水
｣
の
意
)
に
つ
い
て
､
｢
名
に
負
ふ

瀧
の
瀬
｣
と
表
現
し
て
い
る
｡
当
時
に
お
け
る

｢瀧
｣
と
は
､
激
流
を
意
味
す
る
も

(17
)

の
で
あ
り
､
落
下
す
る
湊
布
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
大
伴
東
人
の
歌
を
承
け

た
ど
か
は

た
ぎ

た
大
伴
家
持
の
歌
も

｢
田
跡
河
の
瀧
｣
と
表
現
し
て
お
り
､
ま
さ
に

｢
田
跡
河
｣
そ

の
も
の
を
詠
歌
対
象
と
し
て
い
る
｡
東
人
の
歌
に
お
い
て
も
､
｢瀧
の
瀬
｣
と

｢瀬
｣

の
語
を
伴

っ
て
い
る
こ
と
で
､
こ
の
こ
と
は
確
認
で
き
る
｡

｢名
に
負
ふ
｣
と
は
著
名
な
､
喧
伝
さ
れ
た
と
い
う
意
味
を
も
有
す
る
が
､
元
莱

は

｢名
と
し
て
持

っ
て
い
る
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
現
地
の
地
名
タ
ギ
を
さ
し
て

の
語
で
あ
る
｡

･
｢富
者
郡
｣
(『続
日
本
紀
』
霊
亀
三
年
九
月
丙
辰
条
､
同
十
一
月
発
丑
｢改
元
詔
｣
条
)

･
｢多
重
行
宮
｣

(-
･
一
〇
三
四
題
詞
)

･
｢多
重
乃
野
｣

(-
･
一
〇
三
五
､
第
五
句
)

現
地
の
地
名

｢多
重
乃
野
｣
に
基
づ
い
て

｢富
者
郡
｣
と
い
う
郡
名
に
も
な
り
､

ま
た
天
平
十
二
年
時
の
行
宮
名

｢多
重
行
宮
｣
と
も
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
'
元

来
､
普
通
名
詞

｢
タ
ギ
｣
(瀧
･
滝
)
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
そ
の

｢
タ
ギ
｣
の

｢名
｣
を

｢負
ふ
｣
形
で
野
の
呼
称
と
な
り

(｢多
重
乃
野
｣
)
､
さ
ら
に

は
広
域
の
行
政
地
名
で
あ
る
郡
名
と
も
な

っ
て
い
る

(｢嘗
者
郡
｣
)
｡
よ

っ
て
厳
密

Ⅶ慨
E

に
は
､
そ
の

｢名
｣
を

｢負
は
｣
し
め
て
い
る

｢瀧
の
瀬
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
歌
で
は
､
そ
れ
を
簡
略
に

｢名
に
負
ふ
瀧
の
瀬
｣
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

川
の
名
は

｢
田
跡
河
｣
で
あ
り

｢
タ
ギ
川
｣
で
は
な
い
｡
そ
こ
に

｢名
に
負
ふ
｣
と

い
う
こ
と
を

｢養
老
｣
に
持

っ
て
ゆ
-
考
え
も
出
て
来
る
の
で
あ
る
｡
金
子
元
臣
民

は

｢養
老
の
名
に
負
ふ
の
略
｣
(『評
釈
』)
と
し
､
武
田
祐
吉
氏
も

｢養
老
の
泉
と
い

ふ
名
を
有
し
て
ゐ
る
｣
(『全
註
釈
』)
と
解
し
､
『
私
注
』
は
こ
れ
に
よ
り

｢養
老
泉

と
呼
ば
れ
て
居
た
の
で
あ
ら
う
｣
と
ま
で
言
い
､
『
大
系
本
』
『
全
集
本
』
『
釈
注
』

『
全
歌
講
義
』
も
こ
う
し
た
流
れ
で

｢養
老
と
い
う
名
に
そ
む
か
な
い
｣
な
ど
と
し

て
い
る
｡
従
い
が
た
い
｡
最
近
の
注
釈
書
類
は

｢有
名
な
｣
の
意
で
解
す
る
も
の
も

少
な
-
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
ま
ず
第

一
に
地
名
と
し
て
の
タ
ギ
を
念
頭
に
置
-

べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
解
釈
は

『
商
業
集
古
義
』
以
来
､
鴻
巣
盛
虞
氏

『
全
釈
』
･
新

村
出
氏

『
総
釈
』
･
窪
田
氏

『
評
釈
』
･
佐
佐
木
氏

『
評
釈
』
･
(揮
潟
氏

『
注
釈
』
)

と
受
け
継
が
れ
て
お
り
､
ま
ず
は
通
説
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
｡

こ
の
大
伴
東
人
の
詠
歌
を
承
け
て
､
大
伴
家
持
は
次
の
よ
う
に
詠
出
し
て
い
る
｡

大
伴
宿
祢
家
持

作
歌

一
首

田
跡
河
之
瀧
乎
清
美
香
従
古
宮
仕
兼
多
重
乃
野
之
上
布

(-
･
一
〇
三
五
､
大
伴
家
持
)
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た

ど

か
は

た
ぎ

き
よ

い
に
し

へ

み
や

づ
か

へ

た

ぎ

の

へ

(田
跡

河

の
瀧

を
清

み
か

古

ゆ

宮

仕

け
む
多

重

の
野

の
上

に
)

大
伴
家
持
が
元
正
天
皇

(当
時
)
の
改
元
の
勅
に
出
る

｢多
度
山
美
泉
｣
を
知
ら

な
い
は
ず
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
'
｢多
度
山
の
美
泉
｣
を
歌
に
す
る
こ
と
は
無

-
て
､
｢
田
跡
河
の
瀧
｣
を
詠
出
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
大
伴
東
人
の
詠
歌
を
承
け

て
の
作
歌
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は

｢瀧
｣
だ
け
で
は
な
-
て
､
｢古
｣
の
語

が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
｡
大
伴
東
人
の

｢古
ゆ
人
の
言
ひ
来

を

る
｣
と
い
う

｢老
い
人
の
愛
若
つ
と
云
ふ
水
｣
だ
け
で
あ
る
と
､
現
地
に
お
け
る
翠

な
る
伝
承
と
い
う
こ
と
に
拡
散
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
含
み
持

っ
て
い
る
が
､
家
持

は

｢古
ゆ
宮
仕
け
む
｣
と
す
る
こ
と
で
､
そ
れ
が
二
十
三
年
前
の
元
正
天
皇
の
美
濃

行
幸
を
さ
す
こ
と
を
明
示
し
､
こ
の

｢多
重
の
野
の
上
｣
で
の
宮
仕
え
の
伝
統
を
確

認
す
る
と
共
に
'
そ
れ
が

｢
田
跡
河
の
瀧
｣
が
清
ら
か
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
と
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
さ
す
が
に

｢清
み
か
｣
と

｢
か
｣
の
語
を

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
断
定
形
式
で
は
な
-
､
柔
ら
か
-
推
測
す
る
形
で
示
し
て
い
る

の
は
､
｢多
度
山
美
泉
｣
の
こ
と
を
知

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

五
､
美
泉
と
瀧
の
軸
歯

元
正
天
皇
の
美
濃
行
幸
に
お
い
て
は

｢多
度
山
の
美
泉
｣
と
さ
れ
､
大
伴
東
人
や

大
伴
家
持
の
詠
歌
に
お
い
て
は

｢
田
跡
河
の
瀧
｣
｢瀧
の
瀬
｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
敵
齢
に
つ
い
て
考
え
た
い
｡

今

一
度
､
両
者
の
表
現
に
注
目
す
る
と
､
元
正
天
皇
の
改
元
の
勅
に
お
け
る

｢富

者
郡
多
度
山
美
泉
｣
は
､
｢皮
膚
如
滑
｣
｢痛
虚
無
不
除
愈
｣
｢飲
浴
｣
｢白
髪
反
黒
｣

｢頚
髪
更
生
｣
｢闇
目
如
明
｣
｢自
除
痛
疾
威
皆
平
愈
｣
｢養
老
改
元
｣
と
示
さ
れ
て
お

り
､
ま
た
高
菜
歌
に
お
け
る

｢
田
跡
河
の
瀧
｣
は
､
｢老
い
人
の
愛
若
つ
と
云
ふ
水
｣

｢清
し
｣
と
あ

っ
て
､
散
文
表
現
と
倭
歌
表
現
と
い
う
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
が
､
基
本
概
念
と
し
て
大
き
な
敵
齢
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡

た
ど

た
ど

と
こ
ろ
が
､
そ
の

｢多
度

･
田
跡
｣
に
お
け
る
現
場
が
異
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の

｢美
泉
｣
と

｢瀧
｣
の
敵
齢
は
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

実
は
､
｢改
元
の
勅
｣
が
発
せ
ら
れ
た
同
日
､
『続
日
本
紀
』
に
､

○
発
丑
､
授
美
濃
守
従
四
位
下
笠
朝
臣
麻
呂
従
四
位
上
､
介
正
六
位
下
藤
原
朝

臣
麻
呂
従
五
位
下
｡

の
記
事
が
あ
る
｡
単
な
る
行
幸
先
の
国
司

へ
の
行
賞
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
藤
原
麻
呂

は
､
藤
氏
四
兄
弟
の
一
人

(不
比
等
第
四
子
､
京
家
)
と
し
て
著
名
で
あ
る
の
で
略
し
､

笠
朝
臣
麻
呂
に
つ
い
て
､
人
名
辞
典
か
ら
引
い
て
お
-
｡
以
下
の
引
用
は
､
『
日
本

(19)

古
代
氏
族
人
名
辞
典
』
が
こ
の
種
の
も
の
の
中
で
は
そ
の
記
述
が
よ
-
ま
と
ま
っ
て

(20)

い
る
の
で
こ
れ
を
ベ
ー
ス
と
し
､
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
の
記
事
を

《
ヤ
マ
カ
ギ
》

に
よ
っ
て
括
る
形
で
補
入
し
て
示
す
｡

笠
朝
臣
麻
呂

か
さ
の
あ
そ
ん
ま
ろ

八
世
紀
中
頃
の
官
人

･
歌
人
｡
沙
弥
満

誓

･
笠
沙
弥

･
笠
大
夫
に
も
作
る
｡
大
宝
四
年

(七
〇
四
)
正
月
､
従
五

位
下
｡
慶
雲
三
年

(七
〇
六
)
七
月
､
美
濃
守
､
和
銅
元
年

(七
〇
八
)
≡

月
､
美
濃
守
再
任

《時
に
従
五
位
上
》
､
翌
二
年
九
月
､
《東
海
､
東
山
道
巡

察
使
藤
原
朝
臣
房
前
の
報
告
に
基
き
､》
国
司
と
し
て
の
業
績
を
評
価
さ
れ
､

田
十
町
､
穀
二
百
射

《衣
一
襲
》
を
授
か
る
｡
《同
四
･
四
月
時
従
五
位
上
ょ

り
正
五
位
上
､
同
六
･
正
､
従
四
位
下
に
昇
叙
し
､》
同
七
年
間
二
月
に
は
美

濃
守
と
し
て
吉
蘇

(木
曽
)
路
を
開
通
さ
せ
た
功
績
に
よ
り
封
戸
七
十
戸
､

功
田
六
町
を
賜
わ
る
｡
『
令
集
解
』
考
課
令
殊
功
異
行
条
の
古
記
説
に
､

｢殊
功
と
は
謂
ふ
と
こ
ろ
は
､
笠
大
夫
､
伎
蘇
道
を
作
り
て
封
戸
を
増
す

Ⅶ矧
E

の
類
な
り
｣
と
あ
り
､
木
曽
路
開
通
に
伴
う
笠
朝
臣
麻
呂
の
功
績
は
､
当

時
の
人
々
の
記
憶
に
の
こ
る
出
来
事
で
あ

っ
た
｡
霊
亀
二
年

(七
一
六
)

六
月
､
美
濃
守
従
四
位
下
で
､
尾
張
守
を
兼
任
｡
養
老
元
年

(七
一
七
)
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十
二
月
､
元
正
天
皇
は
美
濃
国
に
行
幸
し
､
当
書
郡
多
度
山

(現
在
の
岐

阜
県
海
津
郡
南
濃
町
と
三
重
県
と
の
境
に
あ
る
山
)
の
美
泉
を
嘉
し
て
､
年
号

を
養
老
と
改
元
｡
そ
の
功
に
よ
り
従
四
位
下
か
ら
従
四
位
上
に
昇
る
｡
同

三
年
七
月

《始
め
て
按
察
使
が
お
か
れ
る
と
》
､
美
濃
守
と
し
て
､
尾
張

･

三
河

･
信
濃
の
三
国
を
管
す
る
按
察
使

(あ
ぜ
ち
)
と
な
る
｡
美
濃
守
と

し
て
の
在
任
期
間
は
､
慶
雲
三
年

(七
〇
六
)
か
ら
養
老
三
年

(七
一
九
)

と
､
異
例
の
長
期
に
わ
た

っ
て
い
る
｡
養
老
四
年

(七
一
九
)
十
月
､
右

大
弁
と
な
り
､
中
央
政
界
に
復
帰
｡
翌
五
年
五
月
､
元
明
太
上
天
皇
の
柄

気
を
理
由
に
出
家
入
道
を
許
さ
れ
､
満
誓
と
号
す
｡
同
七
年
二
月
､
造
読

紫
観
世
音
寺

(福
岡
県
太
宰
府
市
)
別
当
と
な
り
､
大
事
府

へ
赴
任
｡
大
事

府
に
あ

っ
て
'
時
の
大
事
帥
大
伴
宿
禰
旅
人
を
中
心
に
､
山
上
臣
憶
良

･

小
野
朝
臣
老
ら
と
と
も
に
筑
紫
歌
壇
を
形
成
し
､
『
万
葉
集
』
に
短
歌
七

首
を
残
し
て
い
る

(≡
-
三
九

二

五
-
八
二
一
ほ
か
)
《略
》
｡
《な
お
､
三

代
実
録
》
貞
観
八
年

(八
六
六
)
三
月
に
な

っ
て
､
観
世
音
寺
の
寺
家
人
清

貞
ら
三
人
は
､
従
五
位
下
笠
朝
臣
麻
呂
の
五
代
の
孫
で
あ
る
と
訴
え
出
た
｡

彼
ら
は
麻
呂
が
天
平
年
中

(七
二
九
-

七
四
九
)
造
寺
使
の
頃
に
寺
家
の
女

赤
須
に
生
ま
せ
た
子
の
子
孫
で
あ
る
と
主
張
し
､
良
民
と
し
て
筑
後
国
竹

野
郡

(福
岡
県
浮
羽
郡
田
主
丸
町
全
域
と
吉
井
町
の
一
部
)
に
貫
付
さ
れ
て
い

る
｡
《ま
た
､
元
慶
三
･
九
美
濃
､
信
濃
両
国
堺
を
定
め
る
に
当
り
'
和
銅
七
･

閏
二
言
蘇
路
を
通
じ
､
封
邑
七
十
戸
'
田
六
町
を
賜
わ
っ
た
麻
呂
の
政
続
が
参
酌

さ
れ
て
い
る
｡》

右
の
記
事
の
内

｢
筑
紫
歌
壇
を
形
成
し
｣
と
す
る
の
は
､
｢筑
紫
歌
壇
の
末
席
に

(99山)

連
な
り
｣
程
度
の
こ
と
で
あ
る
が
､
他
は

『続
日
本
紀
』
等
の
史
料
に
基
づ
い
て
の

も
の
で
あ
り
､
よ
く
ま
と
ま

っ
て
い
る
｡

こ
の
固
守
笠
朝
臣
麻
呂
と
国
介
藤
原
朝
臣
麻
呂
の
コ
ン
ビ
に
よ
り
､
元
正
天
皇
の

美
濃
国
行
幸
は
企
画
立
案
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
｡
こ
の
美
濃
国
行
幸
の
際
に
､

｢美
泉
｣
賞
美
と
い
う
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
演
出
し
た
の
は
､
恐
ら
-
藤
原
麻
呂
で
あ
ろ

う
｡
勿
論
､
哩
嵯
の
思
い
付
き
と
い
う
も
の
で
は
な
-
､
事
前
に
然
る
べ
-
周
到
な

u艶
鞄

準
備
を
し
て
の
も
の
に
違
い
な
い
が
､
天
皇
に
は
内
密
に
準
備
さ
れ
た
企
画
で
あ

っ

た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
下
地
と
し
て
､
古
-
よ
り
現
地
の
ム
ゲ
ツ
君
が
醸
泉
の
水
を

3矧
E

朝
廷
に
奉

っ
て
い
た
と
い
う
伝
統
が
あ
り
､
か

っ
は
後
漠
光
武
帝
の
時
の
事
蹟

(25
)

(26
)

(『後
漢
書
』
及
び

『符
瑞
書
』
の
記
事
を
準
備
し
て
の
歓
迎
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い

(こ
れ
ら

闇瓶
酌

は
'
｢改
元
の
詔
｣
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
)｡

さ
て
'
そ
の
時
の

｢多
度
山
の
美
泉
｣
が
､
往
時
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
養
老
神

姐醐
E

社
境
内
の

｢菊
水
泉
｣
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
､
そ
の

｢菊
水
泉
｣
の
よ
う

な
､
山
か
ら
湧
き
出
る
泉
を
さ
し
て
の
も
の
に
違
い
な
-
､
操
布
と
し
て
の

｢養
老

の
滝
｣
で
は
な
-
'
ま
し
て
や
田
跡
河
の
瀬
で
も
な
い
｡
湧
泉
と
し
て
の

｢美
泉
｣

を
汲
ん
で
供
し
た
に
違
い
な
い
｡
翌
年
二
月
の
約
十
日
間
に
及
ぶ
滞
在
時
に
は
､
沸

か
し
て
浴
を
供
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
女
帝

へ
の
最
高
の
も
て
な
し
で
あ
っ

た
｡こ

う
し
た
歓
待
は
､
二
十
三
年
後
の
聖
武
天
皇
に
お
い
て
も
同
様
の
も
の
で
あ

っ

3配
E

た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
聖
武
天
皇
に
と

っ
て
､
父
文
武
天
皇
は
二
十
五
歳
､
祖
父
草
壁

皇
子
は
二
十
八
歳
で
亡
-
な
る
と
い
う
薄
幸
の
家
系
で
あ

っ
た
か
ら
､
養
老
と
い
う

こ
と
に
は
通
常
の
人
と
は
異
な
る
格
別
な
る
思
い
が
あ

っ
た
に
違
い
な
い

(こ
の
こ

と
は
元
正
女
帝
に
お
い
て
も
'
草
壁
皇
子
の
皇
女
で
あ
り
､
文
武
天
皇
の
姉
で
あ
っ
て
'
同
様

の
思
い
を
抱
い
て
い
た
に
違
い
な
い
)｡

と
こ
ろ
が
､
随
行
し
た
大
伴
東
人
や
大
伴
家
持
に
と

っ
て
は
､
目
前
の
多
度
川
の

清
流
こ
そ
が
賞
美
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
､
従

っ
て
歌
詠
の
材
と
な
る
ち

の
で
あ

っ
た
｡

一
方
､
霊
泉
は
彼
ら
内
舎
人
に
と

っ
て
は
遠
い
存
在
で
あ

っ
た
｡

｢多
度
山
の
美
泉
｣
は

一
部
の
ハ
イ
ク
ラ
ス
の
人
に
と

っ
て
の
霊
泉
で
あ

っ
た
の
で
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あ
り
'
大
伴
東
人
や
大
伴
家
持
に
と

っ
て
は
歌
詠
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
か

っ
た

5甑
拘

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
､
い
わ
ゆ
る
宮
廷
歌
人
な
ど
と
称
さ
れ
る
山
部

赤
人
､
笠
金
村
と
い
っ
た
歌
び
と
に
お
い
て
､
.披
露
の
場
が
用
意
さ
れ
て
の
讃
歌
で

あ

っ
た
の
で
あ
れ
ば
､
詠
い
方
も
ま
た
異
な

っ
て
来
よ
う
｡
即
ち
､
そ
う
し
た
場
令

に
は

｢多
度
山
の
美
泉
｣
が
正
面
に
据
え
ら
れ
て
の
長
歌
に
よ
る
讃
美
表
現
と
な
る

は
ず
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
大
伴
東
人
や
大
伴
家
持
の
歌
は
､
歌
詠
の

｢場
｣
が

晴
れ
の
場
と
は
異
な
る
内
舎
人
同
士
の
小
宴
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

六
､
お
わ
リ
に

留
意
し
た
い
の
は
'

い
に
L

へ

ひ
と

し

-

お

び
と

を

し

み
づ

な

お

た
ぎ

せ

古

ゆ

人

の
言

ひ
来

る
老

い
人

の
愛
若

つ
と
云

ふ
水

そ
名

に
負

ふ
瀧

の
瀬

(-
･
一
〇
三
四
､
大
伴
東
人
)

と
歌
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
即
ち
､
大
伴
東
人
に
お
い
て
の
認
識
は

｢
老
い
人
の

杏
愛
若

つ
と
云
ふ
水
｣
が
霊
泉
で
は
な
-
て

｢瀧
の
瀬
｣
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ

は
宝
泉

(多
度
山
の
美
泉
)
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
が
揺
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
を
裏
返
す
と
､
｢
多
度
山
の
美
泉
｣
そ
の
も
の

が
､
古
い
伝
統
に
基
づ
い
た
伝
承
で
は
な
-
て
､
藤
原
麻
呂
ら
に
よ

っ
て
臨
時
的
に

案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
元
正
天
皇
代
に
形
成
さ
れ
た
新
た
な
変
若
水
説
話
で
あ

っ

た
の
で
あ
る
｡
こ
の
多
度
に
お
け
る
変
若
水
説
話
は
湧
泉
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は

な
-
て
､
流
動
的
な
受
容
を
許
容
し
得
る
伝
承
内
容
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
う

し
た
と
こ
ろ
か
ら
'
大
伴
東
人
は
詠
歌
対
象
と
し
て
多
度
川
の
清
流
に
眼
を
向
け
た

加粗
E

と
言
え
よ
う
｡
清
流
の
も
つ
神
聖
性
に
つ
い
て
は
指
摘
が
あ
る
｡

な
お
､
い
わ
ゆ
る

｢養
老
説
話
｣
は

『高
菜
集
』
よ
り
後
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で

奈
(詑
)

あ
る
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
川
村
悦
磨
氏
の

『商
業
集
博
説
歌
考
』
に
詳
し
い
｡

氏
は

｢醒
泉
侍
説
よ
り
養
老
博
説

へ
｣
の
項
目
を
掲
げ
て
詳
説
し
て
い
る

(
一
三
〇

～
二
二
八
貢
)｡
そ
こ
で
川
村
氏
は
､
『古
今
著
聞
集
』
､
『十
訓
抄
』
､
謡
曲

『養
老
』
､

『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
､
『
甲
子
夜
話
』
､
『
本
朝
孝
子
博
』
､
『
大
日
本
史
』
(列
博
第
二

十
二
)
の
諸
本
を
提
示
し
て
い
る
｡

以
上
､
元
正
天
皇
行
幸
に
お
け
る

｢多
度
山
の
美
泉
｣
と
大
伴
東
人
や
大
伴
家
持

の
詠
歌
に
お
け
る

｢
田
跡
河
の
瀧
｣
｢瀧
の
瀬
｣
と
の
敵
齢
に
つ
い
て
考
え
た
｡
こ

の
両
者
は
さ
し
示
す
実
態
が
異
な

っ
て
お
り
､
｢多
度
山
の
美
泉
｣
は
山
か
ら
湧
き

出
る
清
水

(泉
)
で
あ
り
､
｢
田
跡
河
の
瀧
｣
は
流
れ
る
川
の
瀬
の
激
端
を
い
う
と

考
え
ら
れ
る
｡
前
者

｢多
度
山
の
美
泉
｣
は
元
正
天
皇
美
濃
行
幸
に
際
し
て
案
出
さ

叫軽
E

れ
た
サ
プ
ラ
イ
ズ
と
し
て
の

｢
多
度
山
の
美
泉
｣
で
あ
り
､
こ
の
大
瑞
と
し
て
の

｢美
泉
｣
か
ら

｢養
老
｣
改
元
と
も
な
り
､
変
若
水
奉
献
の
新
展
開
が
あ

っ
た
も
の

と
理
解
さ
れ
る
｡

一
方
､
倭
歌
詠
出
に
お
い
て
は
､
伝
統
あ
る
川
の
タ
ギ
チ
を
詠
ん

だ
も
の
で
あ
る
｡
｢
河
水
清
｣
も
大
瑞
で
あ
る
｡
現
地
の
風
光
は
清
明
で
あ

っ
て
､

歌
に
詠
む
の
に
絶
好
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
大
伴
東
人
は
こ
れ
に
変
若
水
の
思
い
を

加
え
て
詠
み
'
大
伴
家
持
は
こ
れ
に
宮
仕
え
の
歴
史
を
重
ね
た
の
で
あ

っ
た
｡

注(-
)
虞
岡
義
隆

｢｢吾
乃
松
原
｣
に
つ
い
て
｣
(『三
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
三
一
巻

二
号
､

一
九
八
〇
年
三
月
)｡
『東
海
の
万
葉
歌
』
(お
う
ふ
う
､
二
〇
〇
〇
年
七
月
)
に

お
け
る
虞
岡
担
当
に
よ
る
該
当
各
項
目
｡
虞
岡
義
隆

｢狭
残
行
宮
に
お
け
る
大
伴
家
持

詠
に
つ
い
て
｣
(『三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』
一
六
号
､
二
〇
〇
五
年
六
月
)｡
虞
岡
義

隆

｢行
宮
作
歌
致
｣
(『三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』
一
八
号
､
二
〇
〇
七
年
六
月
)｡
虞

岡
義
隆

｢｢関
｣
歌
の
様
相
｣
(『三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』
一
九
号
､
二
〇
〇
八
年
六

月
)｡
虞
岡
義
隆

｢行
幸
宴
歌
の
世
界
｣
(『三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』
二
〇
号
､
二
〇

〇
九
年
六
月
)｡



虞岡義隆 多度山美泉と田跡河の瀧一天平十二年聖武行幸時の寓葉詠から-

こ
せ
き

(-
)
｢多
芸
行
宮
｣
の
位
置
に
つ
い
て
は
､
養
老
町
石
畑
の
戸
関
遺
跡
が
想
定
さ
れ
て
い
る
｡

『
養
老
町
遺
跡
詳
細
分
布
調
査
報
告
書
』
(養
老
町
教
育
委
員
会
､
二
〇
〇
七
年
三
月
)

に
お
い
て
'
｢
聖
武
天
皇
が
養
老
に
行
幸
し
た
際
に
'
最
も
養
老
の
滝
に
近
か

っ
た
で
あ

ろ
う
遺
跡
で
あ
る
｣
と
し
､
｢官
衛
か
あ
る
い
は
寺
院
と
い
っ
た
候
補
｣
と
考
え
ら
れ
て

お
り

(執
筆
､
中
島
和
哉
氏
)
､
そ
の
後

(
二
〇
〇
八
年

一
一
月

一
日
)
､
四
日
市
市
で

開
催
さ
れ
た

｢
聖
武
天
皇
東
国
行
幸
都
市
交
流
サ
ミ
ッ
ト
｣
に
お
い
て
中
島
和
哉
氏
は
､

｢
戸
関
遺
跡
を
聖
武
天
皇
の
宿
泊
地
と
考
え
た
い
｣
(同
､
冊
子
)
と
し
て
い
る
｡

(-
)
『
職
員
令
』

(
3
)
に
は

｢内
舎
人
九
十
人
｣
と
あ
る
｡

(4
)
嵐
義
人
氏
は
'
『
古
記
』
の
成
立
に
関
す
る
諸
説
を
掲
出
し
た
上
で
､
原

｢古
記
｣
の

成
立
を

｢天
平
九
年
十
年
の
交
､
大
和
長
岡

･
山
田
白
金
ら
が
中
心
と
な
り
-
下
略
-
｣

と
し
て
い
る

(嵐
義
人
氏

｢古
記
の
成
立
と
神
祇
令
集
解
｣
､
荊
木
美
行
氏
編

『
令
集
解

私
記
の
研
究
』
汲
古
書
院
､

一
九
七
七
年
三
月
)
｡

(-
)
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

｢行
幸
関
連
規
定

一
覧
｣
が
あ
る
｡
た
だ
し
､
『律
』
『令
』
『
延
書
式
』

に
拠

っ
た
も
の
で
あ
り
､
『古
記
』
は
拾
わ
れ
て
い
な
い

(天
野
三
恵
子
氏

･
山
中
章
氏

編

｢文
献
史
料
に
見
る
行
幸
史
料
集

(抄
)
｣
『
三
重
大
史
学
』
七
号
､
二
〇
〇
七
年
三

月
)
｡

(-
)
高
松
寿
夫
氏

｢
聖
武
天
皇
の
行
幸
と
和
歌
｣
(高
岡
市
万
葉
歴
史
館
論
集
-

『
道
の
万

葉
集
』
笠
間
書
院
､
二
〇
〇
六
年
三
月
｡
同
氏

『
上
代
和
歌
史
の
研
究
』
所
収
)｡
な
お
､

仁
藤
敦
史
氏
に
も
古
代
の
行
幸
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る

(同
氏

｢古
代
の
行
幸
と
離
宮
｣

『
条
理
制

･
古
代
都
市
研
究
』

一
九
号
､
二
〇
〇
三
年

一
二
月
)
｡

(7
)
虞
岡
義
隆

｢
行
宮
作
歌
敦
｣
(前
出
､
注
I
に
同
じ
)
｡
小
野
寛
氏
も
､

一
〇
二
九
番
歌

に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
が
､
｢内
舎
人
た
ち
は
内
舎
人
た
ち
で
小
宴
を
持

っ
た
の
だ
ろ

う
｣
と
指
摘
し
て
い
る

(小
野
寛
氏

｢
聖
武
天
皇
関
東
行
幸
の
時
の
歌
八
首
｣
『
駒
揮
国

文
』
三
八
号
､
二
〇
〇
一
年
二
月
)
｡

(8
)
通
常
､
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る

(例
え
ば
日
本
古
典
文
学
大
系
本

『高
菜
集
』
-
･

三
八
三
頭
注
､
-
･
一
〇
三
四
頭
注
)
｡
母
音
三
角
形
に
お
け
る
-
母
音
と

a
母
音
の
中

間
に

e
母
音
の
調
音
位
置
が
あ
り
､
結
合
す
る
と
自
ず
と
､
そ
の
中
間
の

e
母
音
に
な

る
の
で
あ
る
｡

(-
)
古
-
､
赤
松
景
福
氏
の

『讃
寓
葉
集
古
義
』
(
一
九

〇
三
年
序
｡

一
九
二
八
年

一
一
月
､

名
著
刊
行
会
刊
)
は
'
鹿
持
雅
澄
の

『
高
菜
集
古
義
』
の
当
該
歌
に
つ
い
て
の

｢
ケ
ル
｣

の
訓
に
対
し
て
､
｢
ク
ル
｣
と
訓
む
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
｡
留
意
し
て
良
い
｡

(
10
)
紀
州
本

『高
菜
集
』
が
西
本
願
寺
本

『寓
葉
集
』
も
し
-
は
西
本
願
寺
本

『高
菜
集
』

に
極
め
て
近
い
古
写
本
を
参
照
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
言
及
し

た
こ
と
が
あ
る

(虞
岡
義
隆

『
上
代
言
語
動
態
論
』
第
五
章
､

一
五
七
頁
｡
塙
書
房
､

二
〇
〇
五
年

一
一
月
)
｡

(
‖
)
和
田
華
氏
は
､
士
風
歌
僻

(九
月
戊
申

(
12
)
条
)
や
風
俗
雑
伎

(九
月
甲
寅

(
18
)

条
)
の
奏
上
に
服
属
儀
礼
と
し
て
の
性
格
と
政
治
的
意
図
を
指
摘
し
て
い
る

(｢養
老
改

元
｣
福
永
光
司
氏
編

『
道
教
と
東
ア
ジ
ア
』
人
文
書
院
'

一
九
八
九
年
四
月
､
同
氏

『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
紀

･
信
仰
』
中
所
収
､
塙
書
房
､

一
九
九
五
年
三
月
)
｡
ま
た
､

池
田
三
枝
子
氏
は
､
｢唐
を
模
倣
し
､
律
令
制
と
不
可
分
の
政
策
で
あ
る
礼
楽
思
想
を
採

り
入
れ
､
そ
の

一
環
と
し
て
歌
舞
整
備
を
も
推
進
し
た
｣
の
は
藤
原
不
比
等
で
あ
る
と

し
､
｢不
比
等
の
死
後
､
そ
の
事
業
は
房
前
を
は
じ
め
と
す
る
藤
原
四
子
に
継
承
さ
れ
た
｣

と
指
摘
し
て
い
る

(｢
風
流
侍
従
長
田
王
考
｣
『
上
代
文
学
』
六
九
号
､

一
九
九
二
年

一

一
月
)
｡

(
12
)
こ
こ
に

｢覚
｣
と
あ
り
､
九
月
丙
辰

(
20
)
条
に
も

｢覚
多
度
山
美
泉
｣
と
あ
る
｡
研

究
会

(大
尾

｢付
記
｣
参
照
)
席
上
､
清
水
み
き
氏
か
ら
､
｢
温
泉
｣
に
つ
い
て

｢観
｣

と
あ
る
の
と
同
じ
発
想
で
は
な
い
か
と
い
う
教
示
を
得
た
｡
教
示
の
通
り
'
単
に
見
る

と
い
う
の
で
は
な
く
て
､
呪
能
的
効
果
を
含
め
て
の
表
現
と
見
て
よ
い
｡
著
名
な
張
衡

の

｢
温
泉
賦
｣
に

｢遂
通
牒
山
軌
温
泉
｣
と
あ
り

(『重
文
類
衆
』
巻
九
水
部
下

｢泉
｣

条
に
よ
る
)
､
『
伊
予
囲
風
土
記
』
逸
文

｢伊
社
迩
波
之
岡
｣
条
に
も

｢観
神
井
｣
と
あ

る
｡

(
13
)
前
出
の
和
田
華
氏
は
､
こ
の
年
の
十
二
月
二
十
八
日
が
立
春
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る

(同
氏
'
注
目
に
同
じ
)
｡

(
14
)
立
春
若
水
行
事
に
つ
い
て
は
'
例
え
ば

『
江
家
次
第
』
に

｢供
立
春
水
事
｣
(巻
第

一
)

の
記
事
が
あ
る

(『
神
道
大
系
』
朝
儀
祭
杷
編
四
㌧
所
収
)
｡
若
水
奉
献
に
つ
い
て
は
､

井
上
光
貞
氏

･
野
村
忠
夫
氏

･
早
川
万
年
氏
の
所
説
を
引
い
て
､
簡
単
に
言
及
し
た
こ

と
が
あ
る

(｢
聖
水
信
仰
｣
『商
業
の
散
歩
み
ち
』
下
'
新
典
社
､
二
〇
〇
八
年
七
月
)
｡

井
上
光
貞
氏

｢
カ
モ
県
主
の
研
究
｣
の

｢
む
す
び
｣
の
3

(『井
上
光
貞
著
作
集
』
第

一
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巻
､
岩
波
書
店
､

一
九
八
五
年

一
一
月
｡
論
文
初
発
､

一
九
六
二
年
九
月
)
'
野
村
忠
夫

氏

｢村
国
連
氏
と
身
毛
君
氏
｣
(同
氏

『律
令
官
人
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
､

一
九
六

七
年
六
月
)
､
早
川
万
年
氏

｢元
正
天
皇
の
美
濃
行
幸
を
め
ぐ

っ
て
｣
(『岐
阜
県
歴
史
資

料
館
報
』
二
〇
号
'

一
九
九
七
年
三
月
)｡
こ
の
野
村
忠
夫
論
文
よ
れ
ば
､
こ
の
霊
亀
三

年
よ
り
も
前
の

｢大
化
前
代
に
牟
義
都
国
の
国
造
と
し
て
｣
軽
水
献
上
が
存
し
て
い
た

と
あ
り
､
そ
れ
が
こ
の
行
幸
に
よ

っ
て
若
水
奉
献
と
し
て
定
着
し
て
行

っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
｡
後
出
の
注
24
参
照
｡
な
お
､
新
谷
秀
夫
氏
の

｢
｢月
夜
兄
の
持
て
る
を
ち

水
｣
小
考

-
立
春

｢供
若
水
｣
行
事
と
の
関
連
か
ら
I
｣
(関
西
学
院
大
学

『
日
本
文

嚢
研
究
』
四
三
巻

一
号
､

一
九
九

一
年
四
月
)
は
､
｢
を
ち
水

･
若
水
｣
の
基
本
的
な
考

察
に
な

っ
て
い
て
､
参
考
に
な
る
｡

(
15
)
虜
岡
義
隆

｢万
葉
に
お
け
る
時
の
表
現
に
つ
い
て

-
特
に
過
去

･
現
在

･
未
来
の
表

現
に
つ
い
て
-
｣
(森
淳
司
博
士
古
稀
記
念
論
集

『高
菜
の
課
題
』
翰
林
書
房
､

一
九
九

五
年
二
月
)
｡
虞
岡
義
隆

｢
ひ
と
む
か
し
｣
(『商
業
の
散
歩
み
ち
』
上
'
新
典
社
､
二
〇

〇
八
年
七
月
)｡

(
16
)
虞
岡
義
隆

｢
を
つ
･
を
と
め
｣
(は
な
わ
新
書

『高
菜
の
こ
み
ち
』
塙
書
房
'
二
〇
〇

五
年

一
〇
月
)
｡
な
お
､
飯
泉
健
司
氏

｢
を
ち

･
を
つ
｣
(近
藤
信
義
氏
編

『修
辞
論
』

お
う
ふ
う
'
二
〇
〇
八
年

一
二
月
､
所
収
)
は
､
松
前
健
氏

｢月
と
水
｣
(『
松
前
健
著

作
集
』
第

一
二
巻
所
収
｡
初
出

l
九
八
三
年
四
月
)
､
中
西
進
氏

｢変
若
水
｣
(万
葉
集

の
文
化
コ
ン
テ
ク
ス
ト

14
､
『
し
に
か
』
二
巻
五
号

一
九
九

一
年
五
月
)
､
萩
原
秀
三
郎

氏

｢若
水
｣
(東
ア
ジ
ア
民
俗
の
旅

10㌧
『
し
に
か
』
四
巻

一
〇
号

一
九
九
三
年

一
月
)

等
を
引
い
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
全
て
座
右
に
あ
り
､
参
肴
の
上
の
こ
と
で
は
あ
る
が
､

今
､
深
入
り
を
避
け
る
｡

た
る

み

た
き

(
17
)
『常
葉
集
』
に
お
け
る

｢垂
水

｣
(落
下
す
る
操
布
)
を
何
時
か
ら

｢滝

｣
と
言
う
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
『古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る

｢布
留
の
滝
｣
(-
･
二
四
八
'

8
･
三
九
六
)
の
事
例
は
､
そ
の
実
態
が
ど
ち
ら
の
も
の
な
の
か
'
明
確
で
は
な
い
｡

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
(小
学
館
､
初
版

･
第
二
版
)
が
引
-

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例
は

そ
の
確
か
な
早
い
例
で
あ
る
｡
今
､
そ
の
第
二
版
か
ら
引
-
｡
*
宇
津
保

(970
･999
頃
)

楼
上
下

｢山
の
高
き
よ
り
落
つ
る
滝
の
t
か
ら
か
さ
の
柄
さ
し
た
る
や
う
に
て
岩
の
上
に

落
ち
か
か
り
て
｣
｡

(18
)
鉄
野
昌
弘
氏
は
使
役
で
理
解
し
な
い
解
釈
を
示
し
て
い
る
｡
同
氏

｢古
代
の
ナ
を
め
ぐ
っ

て
｣
(『高
菜
集
研
究
』
二

一
集
､

一
九
九
七
年
三
月
｡
同
氏

『大
伴
家
持

｢歌
日
誌
｣

論
考
』
塙
書
房
､
所
収
｡
所
収
本
二
九
六
貢
)｡

(
19
)
坂
本
太
郎
氏

･
平
野
邦
雄
氏
監
修

『
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』
(吉
川
弘
文
館
'

一

九
九

〇
年

一
一
月
､
非
署
名
記
事
)｡

(
20
)
竹
内
理
三
氏

･
山
田
英
雄
氏

･
平
野
邦
雄
氏
編

『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
(吉
川
弘
文

館
'

一
九
五
九
年
七
月
､
非
署
名
記
事
)
｡

しな
の
ぢ
は
い
ま
の
は

(
21
)
こ
の
吉
蘇
路
は
信
濃
道
の
こ
と
で
あ
り
､
『高
菜
集
』
東
歌
に
､
｢信
濃
道
者
伊
麻
能
波

り

み
ち
か
り
ば
ね

に
あ
し
ふ
ま

し

む

な

く

つ

は
け
わ
が
せ

里

美

知

可

里

婆

祢

ホ

安

息

布

麻

之

牟

奈

久

都

波

気

和

我

世

｣
(
14
･
三
三
九
九
)
と
詠
ま

れ
て
い
る
｡

(
22
)
虞
岡
義
隆

｢笠
朝
臣
麻
呂
｣
(｢千
華
万
葉
｣
第

一
四
二
回
､
『
金
雀
枝
』
二
〇
一
〇
年

一
月
)
｡

(
23
)
聖
武
天
皇
の
時
に
は

｢多
重
行
宮
｣
(-
･
一
〇
三
四
題
詞
)
が
造
ら
れ
て
い
る
が
､

元
正
天
皇
代
に
は
行
宮
造
営
記
事
が
な
い
｡
こ
れ
に
よ

っ
て
小
野
寛
氏

(前
出
､
注
7
､

二
〇
〇
一
年
二
月
)
は
､
｢
(元
正
天
皇
は
)
｢不
破
行
宮
｣
か
ら
養
老
の
美
泉

へ
通
わ
れ

た
よ
う
で
あ
る
｣
と
し
､
鹿
川
晶
輝
氏

(同
氏

｢聖
武
天
皇
東
国
行
幸
従
駕
歌
論
｣
『国

文
学
言
語
と
文
芸
』

一
一
五
号
'

一
九
九
八
年

一
一
月
)
も
元
正
天
皇
の
行
宮
と
し
て

｢不
破
行
宮
｣
を
想
定
し
て
い
る
｡
し
か
し
こ
こ
は
､
仁
藤
敦
史
氏
の
論
法

(同
氏

｢古

代
の
行
幸
と
離
宮
｣
'
前
出
注
-
に
同
じ
'
二
〇
〇
三
年

一
二
月
)
に
基
づ
い
て
､
｢富

者
郡
｣
即
ち

｢富
者
郡
衛
｣
等
の
現
地
の
然
る
べ
き
施
設
に
宿
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
私
は
理
解
す
る
｡

(
24
)
こ
の
ム
ゲ
ツ
君
が
奉

っ
て
い
た
醒
泉
の
水
が

｢多
度
山
の
美
泉
｣
の
水
で
あ
る
と
い
う

証
拠
は
ど
こ
に
も
な
-
､
む
し
ろ
北
濃
地
域
に
お
け
る
ム
ゲ
ツ
君
の
本
貫
地
に
お
け
る

醸
泉
の
水
と
考
え
る
の
か
順
当
で
あ
ろ
う
｡
笠
麻
呂
や
藤
原
麻
呂
は
'
｢
ム
ゲ
ツ
君
の
本

貫
地
の
醒
泉
｣
に
白
羽
の
矢
を
当
て
る
と
､
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
必
然
的
に
ム
ゲ
ツ
君

の
政
治
的
影
響
力
が
増
大
す
る
こ
と
を
勘
案
し
て
､
意
図
的
に
多
度
山
の
健
泉
を
案
出

し
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
｡
ム
ゲ
ツ
君
の
本
貫
地
に
つ
い
て
､
野
村
忠
夫
氏
は
次
の
よ

う
に
言
及
す
る
｡
｢身
毛
君
氏
は
北
濃
地
域
を
基
盤
に
す
る
国
造
と
し
て
の
伝
統
的
な
地

方
豪
族
で
あ

っ
た
｡
北
濃
の
地
域
は
､
大
化
の
前
代
に
牟
義
都
国
と
よ
ば
れ
て
い
た
｡



虞岡義隆 多度山美泉と田跡河の瀧一天平十二年聖武行幸時の高菜詠から-

中
略
-
つ
ま
り
現
在
の
美
濃
市

･
関
市
の
平
地
部

一
帯
が
本
拠
地
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ

る
｣
(『岐
阜
県
史
』
通
史
編
古
代
､

一
九
七

一
年
三
月
､
第
二
章
第
五
節
､

一
七
六
貢
)｡

ま
た
野
村
忠
夫
氏
は
､
右
の
私
の
推
考
と
は
異
な

っ
て
､
｢
こ
の

(当
噂
郡
の
)
醸
泉
と

身
毛
君
氏
と
の
あ
い
だ
に
､
な
ん
ら
か
の
関
連
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
｣
(同
書
､
第

三
章
第
六
節
､
二
八

〇
頁
)
と
指
摘
し
て
い
る
｡
こ
の
ム
ゲ
ツ
君
の
本
拠
地

･
武
義
郡

の
郡
衛
跡
は
､
最
近
､
発
掘
に
よ
り
明
ら
か
と
な

っ
て
き
て
い
る
｡
即
ち
､
弥
勤
寺
跡

と
弥
勤
寺
東
遺
跡

(国
史
跡

｢弥
勤
寺
官
衛
遺
跡
群
｣､
岐
阜
県
関
市
池
尻
)
が
そ
れ
で

あ
る
｡
当
注
の
冒
頭
に

｢
ム
ゲ
ツ
君
の
本
貫
地
に
お
け
る
醒
泉
の
水
｣
と
し
た
の
は
私

の
当
初
の
単
な
る
推
考
で
あ
る
が
､
｢弥
勤
寺
跡
｣
(
ム
ゲ
ツ
君
の
氏
寺
)
の
西
に
位
置

す
る

｢弥
勤
寺
西
遺
跡
｣
に
は

｢井
泉
遺
構
が
点
在
｣
し
て
お
り
'
｢
ま
さ
に
祭
把
空
間
｣

で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る

(以
上
､
冊
子

『
国
指
定
史
跡
弥
勤
寺
官
衛
遺
跡
群
』
関
市

教
育
委
員
会
､
二
〇
〇
七
年
三
月
)｡
こ
の

『国
指
定
史
跡
弥
勤
寺
官
衛
遺
跡
群
』
に
は
､

八
賀
晋
氏
に
よ
る
講
演
記
録
が
論
考
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
､
右
の
こ
と
が
確
認
出

来
る
と
共
に
､
牟
義
都
国
造
の
支
配
範
囲
と
､
越
前
に
ま
で
及
ん
だ
交
渉
流
域
が
示
さ

れ
て
い
る

(八
賀
晋
氏

｢大
王
家
と
身
毛
氏
-
弥
勤
寺
官
衛
遺
跡
群
の
成
立
と
背
景
-

｣

同
上
､
所
収
)｡
弥
勤
寺
東
遺
跡
及
び
弥
勤
寺
西
遺
跡
の
こ
と
に
つ
い
て
は
､
和
田
華
氏

も
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(和
田
華
氏

｢出
雲
国
造
と
変
若
水
｣
『国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
報
告
』

一
一
二
集
､
二
〇
〇
四
年
二
月
)｡
こ
の
武
義
郡
衛
跡

(弥
勤
寺
東
遺

跡
)
･
氏
寺

(弥
勤
寺
跡
)
･
水
辺
祭
柁
遺
跡

(弥
勤
寺
西
遺
跡
)
と
い
う

一
連
の
遺
跡

に
つ
い
て
は
最
近
､
田
中
弘
志
氏
に
よ
る

『律
令
体
制
を
支
え
た
地
方
官
衛

弥
勤
寺

遺
跡
群
』
(新
泉
社
､
二
〇
〇
八
年
五
月
)
が
刊
行
さ
れ
､
詳
細
に
跡
付
け
ら
れ
て
い
る
｡

参
照
さ
れ
た
い
｡
な
お
､
｢弥
勤
寺
東
遺
跡
-
弥
勤
寺
跡
-
弥
勤
寺
西
遺
跡
｣
は
､
い
ず

れ
も
長
良
川
に
沿
う
形
で
位
置
し
て
い
る
が
､
早
川
万
年
氏
は
､
｢多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁

起
井
資
材
帳
｣
に
出
る

｢解
主
氏
｣
を
取
り
上
げ
て
､
長
良
川
を
介
し
て
の
中
濃
域
と

多
度
と
の
人
文
的

つ
な
が
り
を
想
定
し
て
い
る

(早
川
万
年
氏

｢
元
正
天
皇
の
美
濃
行

幸
を
め
ぐ

っ
て
｣
前
出
､
注
14
)｡
こ
う
し
た
武
義
郡
地
域

(中
濃
域
)
と
多
度
と
の
積

極
的
な
連
環
が
あ

っ
て
の
こ
と
な
の
か
､
そ
う
で
は
な
い
の
か
､
こ
れ
は
謎
と
な

っ
て

今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
と
な
る
｡

(
25
)
『後
漢
書
』
に
は
､
｢是
夏
､
京
師
醒
泉
涌
出
'
飲
之
者
固
疾
皆
癒
｣
(光
武
帝
紀
第

一

下
'
中
元
元
年
条
､
中
華
書
局
校
点
本
八
二
頁
)
と
あ
る
｡

(
26
)
『符
瑞
書
』
が
瑞
祥
を
記
し
た
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
書
名
か
ら
推
測
で
き
る

が
､
詳
細
は
不
明
で
あ
る
｡
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本

『
続
日
本
紀
』
の

｢養
老
改
元

の
勅
｣
条
の
脚
注
に
は
､
｢
旧
居
書
経
籍
志

･
新
唐
書
芸
文
志
に
顧
野
王
符
瑞
図
十
巻
が

み
え
る
が
､
同
書
を
さ
す
か
ど
う
か
未
詳
｣
と
あ
る
｡
『奮
唐
書
』
に
は
､
｢瑞
鷹
囲
讃

三
春
､
熊
理
撰
｣
｢祥
瑞
囲
十
巻
｣
と
共
に

｢符
瑞
囲
十
巻
､
顧
野
王
撰
｣
の
名
が
あ
り

(経
籍
志
第
二
十
七
､
中
華
書
局
校
点
本
二
〇
三
四
頁
)
'
『
新
居
書
』
に
は
､
｢侯
萱
祥

瑞
囲
八
巻
｣
｢孫
柔
之
瑞
鷹
囲
記
三
春
｣
｢熊
理
瑞
雁
囲
讃
三
春
｣
｢祥
瑞
囲
十
巻
｣
と
共

に

｢顧
野
王
符
瑞
囲
十
巻
｣
の
名
が
見
え
る

(芸
文
志
第
四
十
九
､
中
華
書
局
校
点
本

一
五
三
五
貢
)｡

(27
)
野
村
忠
夫
氏
は
､
｢
お
そ
ら
-
こ
の
美
濃
国
当
者
郡
の
醸
泉
行
幸
が
､
在
地
に
お
い
て
､

豪
腕
の
良
吏
笠
朝
臣
麻
呂
と
､
介
で
あ

っ
た
藤
原
朝
臣
麻
呂
と
が
協
議
し
､
政
府
首
班

不
比
等
の
意
図
と
結
び
つ
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
-
中
略
-
藤
原
氏
の
地
歩
を

強
固
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
読
み
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
｣
(『
岐
阜
市
史
』
通
史
編
原

始

･
古
代

･
中
世
､
第
七
章
第
二
節
､
二
四
四
～
二
四
五
頁
｡

一
九
八
〇
年
三
月
)､
同

氏

｢美
濃
守
笠
朝
臣
麻
呂
は
'
介
の
藤
原
朝
臣
麻
呂
と
合
議
し
､
管
下
に
あ
る
当
者
郡

の
醒
泉

へ
の
行
幸
を
上
奏
し
た
と
み
ら
れ
る
｣
(野
村
忠
夫
氏

｢美
濃
守
と
し
て
の
笠
朝

臣
麻
呂
｣
『岐
阜
史
学
』
六
九
号
､

一
九
七
九
年
三
月
､
改
訂
所
収

『古
代
貴
族
と
地
方

豪
族
』
吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
九
年

一
〇
月
｡
但
し
､
引
用
箇
所
は
ほ
ぼ
同
文
)
と
ず

ば
り
指
摘
し
､
そ
の
後
石
川
千
恵
子
氏
も
同

一
の
言
及
を
し

(同
氏

｢
｢東
国
｣
行
幸
の

l
考
察
-
元
正
女
帝
と
醒
泉
に
よ
せ
て
-
｣
『
日
本
歴
史
』
四
七
六
号
､

一
九
八
八
年

一

月
)､
和
田
華
氏
も

｢美
濃
国
行
幸
か
ら
養
老
改
元
ま
で
を
演
出
し
た
の
は
､
藤
原
不
比

等
と
そ
の
子
の
房
前

･
麻
呂
､
そ
し
て
美
濃
国
守
で
あ

っ
た
笠
朝
臣
麻
呂
で
あ
ろ
う
｡

を
ち
みづ

中
略
-
多
度
山
の
醒
泉
が
変
若
水
と
も
観
念
さ
れ
て
い
た
事
実
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い

る
｣
云
々
と
指
摘
し
て
い
る

(同
氏

｢養
老
改
元
｣
､
注
目
に
同
じ
)
｡
丹
羽
晃
子
氏
の

論
は
'
そ
の
背
景
に
神
仙
思
想
を
見
る
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
行
幸
演
出
に
つ
い
て
は
'

右
と
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る

(｢
『
続
日
本
紀
』
養
老
改
元
記
事
に
お
け
る

｢白
髪
黒

に
反
り
～
｣
の
表
現
に
つ
い
て
-

泉
の

｢
を
ち
水
｣
と
神
仙
思
想
｣
戸
谷
高
明
氏
編

『古
代
文
学
の
思
想
と
表
現
』
新
典
社
､
二
〇
〇
〇
年

一
月
)｡



人文論叢 (三重大学)第27号 2010

(
28
)
前
記
和
田
華
氏
は
､
｢養
老
神
社
境
内
の
菊
水
泉
と
す
べ
き
で
あ
る
｣
と
し
て
い
る

(同
氏

｢養
老
改
元
｣
､
注
目
に
同
じ
)
｡
こ
の
こ
と
は
同
氏
の
そ
の
後
の

｢出
雲
国
造
と

変
若
水
｣
(前
出
'
注
24
に
同
じ
)
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
古
-
､
阿
部
発
之
助
氏

は
､
『
岐
阜
騎
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
告
書
』
第
二
回

(岐
阜
解
､

一
九
二
五
年

六
月
)
の
中
で
'
そ
の
地
籍
を

｢養
老
郡
養
老
村
大
字
白
石
字
菊
水

二

一八
八
ノ

一
｣

と
し

(現
表
示
は
'
岐
阜
県
養
老
郡
養
老
町
養
老
公
園
)
､
｢
こ
れ
養
老
泉
に
し
て
養
老

瀧
に
非
ず
｡
こ
の
泉
は
今
の
養
老
神
社
の
境
内
な
る
所
謂
菊
水
泉
な
り
｣
と
し
て
い
る

(｢
元
正
天
皇
養
老
行
幸
遺
蹟
｣
)
｡
ま
た
､
『養
老
郡
志
』
に
お
い
て
も
､
｢古
来
史
籍
に

は
霊
泉
を
凍
布
の
如
-
記
せ
ど
も
其
記
事
及
地
勢
よ
り
察
す
れ
ば
真
の
霊
泉
は
此
の
菊

水
な
る
べ
き
か
｣
と
し
て
い
る

(
一
九
二
五
年
五
月
､
八
六
三
貢
)｡
対
し
て
､
国
学
者

田
中
大
秀
に
は

『養
老
美
泉
弁
』
(中
田
武
司
氏
編

『
田
中
大
秀
』
第
三
巻

[寺
社
考

･

記
録
]
勉
誠
出
版
'
二
〇
〇
一
年
三
月
､
所
収
)
が
あ
る
｡
こ
の
中
で
､
大
秀
は

｢
な

ま
-
～

の
物
し
り
人
は
菊
水
と
い
ふ
泉
を
古
の
美
泉
と
し
て
碑
な
と
こ
と
-
1
し
-
逮

た
れ
は
ま
ど
は
で
来
し
人
も
碑
に
欺
か
れ
こ
～
の
村
人
も
夫
よ
き
こ
と
～
恩

へ
る
そ
心

-
る
し
き
｣
と
し
て

(同
第
六
)
､
｢多
度
山
の
美
泉
｣
と
は
養
老
の
滝

(操
布
)
の
こ

と
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
中
田
武
司
氏
に
は

｢
養
老
美
泉
弁
の
草
稿
本
に
つ
い
て
｣

(『専
修
人
文
論
集
』
六
八
～
六
九
号
､
二
〇
〇
一
年
三
月
～
同
年

一
一
月
)
が
あ
る
｡

(
29

)

和
田
華
氏
は

『続
日
本
紀
』
記
事
に
お
け
る

｢曳
常
泉
｣
を

｢多
度
山
の
美
泉
と
同

一

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
-
中
略
-
強
ち
無
理
な
想
定
で
は
な
い
｣
(前
出
注
目
に
同
じ
)
と
す

る
が
'
『続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
､
美
濃
国
当
伎
郡
の
到
着
滞
在
が
十

一
月
二
十
六
日
か
ら

月
末
の
二
十
九
日
ま
で
の
四
日
間
と
な
り
'
不
破
郡
不
破
頓
宮
の
到
着
滞
在
が
翌
十
二
月

一
日
か
ら
五
日
ま
で
の
五
日
間
と
な
り
､
こ
の
不
破
頓
宮
滞
在
中
の
十
二
月
二
日
に

｢宮

処
寺
と
曳
常
泉
と
に
幸
し
た
ま
ふ
｣
と
あ
る
の
で
あ
り
'
無
理
な
結
論
と
言
え
よ
う
｡
『岐
阜

ひ

きつ
ね

県
史
』
で
野
村
忠
夫
氏
は
垂
井
町
垂
井
に
あ
る
垂
井
の
泉
が
曳

常

の
泉
で
あ
る
と
し
､
不
破

頓
宮
を
垂
井
町
宮
代
の
地
と
し
て
い
る

(通
史
福
古
代
､
前
出
注
24

､
第
三
章
第
二
節
､

二
三
五
貢
)
｡
聖
武
天
皇
の
四
日
間
に
及
ぶ
十

一
月
二
十
六
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
の
当
伎

郡
滞
在
が

｢多
度
山
美
泉
｣
を
賞
で
た
も
の
と
理
解
さ
れ
､
『商
業
集
』
に
見
ら
れ
る
大
伴

東
人
と
大
伴
家
持
の
詠
歌
は
こ
の
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
30
)
和
田
華
氏
は

『高
菜
集
』
に
見
ら
れ
る

｢
田
跡
河
の
瀧
｣
を

｢養
老
の
滝
｣
と
認
定
し
､

｢東
人
や
家
持
の
誤
解
｣
で
あ
る
と
し
て
い
る

(前
出
注
目
に
同
じ
)｡

(
31
)
真
下
厚
氏
に

｢水
の
聖
地
と
景
物
｣
(『立
命
館
文
学
』
四
八
三

･
四
八
四
合
併
号
､

一

九
八
五
年

一
〇
月
､
同
氏

『
万
葉
歌
生
成
論
』
改
稿
所
収

｢水
の
聖
地
の

｢上
｣
｣
､
三

弥
井
書
店
､
二
〇
〇
四
年
)
が
あ
る
｡
ま
た
､
穂
積
裕
昌
氏
に

『城
之
越
遺
跡
』
(三
重

県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
､

一
九
九
二
年
三
月
)
｡
『
城
之
越
遺
跡

(-
吹
)
発
掘
調
査

報
告
』
(上
野
市
教
育
委
員
会
､

一
九
九
八
年
三
月
)
｡
『
六
大
A
遺
跡
発
掘
調
査
報
告

(木
製
品
編
)
』
(三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
､
二
〇
〇
〇
年
三
月
)｡
『六
大
A
遺
跡

発
掘
調
査
報
告
』
(三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
'
二
〇
〇
二
年
三
月
)
が
あ
る
｡
別

に
､
『水
辺
の
祭
稚
』
(日
本
考
古
学
協
会
三
重
県
実
行
委
員
会
､

一
九
九
六
年

一
一
月
)

及
び
虞
岡
義
隆

｢
聖
水
信
仰
｣
(『寓
葉
の
散
歩
み
ち
』
下
巻
､
新
典
社
､
二
〇
〇
八
年

七
月
)
が
あ
る
｡

(
32
)
川
村
悦
磨
氏

『高
菜
集
侍
説
歌
考
』
(甲
子
社
書
房
'

一
九
二
七
年

一
一
月
)｡

(33
)
『延
書
式
』
に
､
｢
-
-
醒
泉

〔美
泉
也
､
其
味
美
甘
､
状
如
醒
酒
〕｡
-
-
河
水
清
｡

-
-
｡

右
､
大
瑞
｡｣
(巻
二
十

一
㌧
治
部
式

｢祥
瑞
｣
-
｢大
瑞
｣
条
)
と
あ
る
｡

付
記

当
稿
の
初
案
は
､
二
〇
〇
八
年

一
〇
月

一
六
日

(木
)
に
開
催
さ
れ
た
本
学
の
伊
勢
湾
熊
野

研
究
会
に
お
い
て
､
話
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
席
で
､
尾
西
康
充

･
清
水
み
き

(本
学
非
常

勤
講
師
)
･
山
田
雄
司

･
山
中
章
の
各
氏
か
ら
有
益
な
教
示
を
頂
戴
し
た
｡
ま
た
そ
の
後
'
田

中
弘
志
氏

(関
市
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
)
か
ら
も
教
示
を
得
た
｡
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次

第
で
あ
る
｡

な
お
'
三
重
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
の
地
域
交
流
誌

『
ト
リ
オ
』
(T
R
I
O
)

十

一
号

(二
〇
一
〇
年
三
月
刊
)
に
お
け
る
特
集
-
｢天
平
十
二
年
の
聖
武
行
幸
｣
に
お
い
て
､

斎
宮
歴
史
博
物
館
の
榎
村
寛
之
氏

(日
本
古
代
史
)
､
本
学
の
山
中
華
氏

(
日
本
考
古
学
)
と

私
に
よ
る
鼎
談
を
し
て
お
り
､
関
わ
る
箇
所
が
あ
る
｡
参
照
さ
れ
た
い
｡
こ
の
機
関
誌
は
'
三

重
大
学
人
文
学
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

｢
T
R
I
O
｣
欄
に
お
い
て
､
創
刊
以
来
の
記
事
が
p
D

F
形
式
で
掲
載
さ
れ
て
お
り
､
こ
の
鼎
談
記
事
も
遠
か
ら
ず
掲
載
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡

加
う
る
に
当
稿
は
､
本
年
三
月
に
刊
行
の
小
著

『
行
幸
宴
歌
論
』
(和
泉
書
院
)
に
再
編
所

収
の
予
定
で
あ
り
'
同
著
に
は
右
の
鼎
談
記
録
の
無
削
除
版
を
ト
リ
オ
編
集
委
員
会
の
了
解
の

下
に
収
め
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
｡




